
事 務 連 絡 
平成２９年１月２６日  

各都道府県消防防災主管課 
東京消防庁・各指定都市消防本部 
 
 

消防庁予防課  
 
 

壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて 
 
 
 貴職におかれましては、平素から消防行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。 
パナソニック株式会社から壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて、別添

のとおり情報提供を受けましたのでお知らせします。 
 当該リコール対象製品においては、火災に至る事故も発生しておりますので、該当
製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。 
 なお、本件の原因や問い合わせ先等は下記のとおりです。 
 各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務
を処理する一部事務組合等を含み、東京消防庁、各指定都市消防本部を除く。）に対
し、この旨周知していただきますようお願いします。 
 

記 
 
【事故原因】 
モーターリード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷さ

れ、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至る製
造上の不具合があるもの。 
 
【対策内容】 
対象製品を回収し、対策品と交換・設置 

 
【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】 
●一般消費者用 
パナソニック エコシステムズ株式会社 壁掛扇風機市場対策室 
フリーダイヤル（無料）：0120－872－136（携帯電話・ＰＨＳからも利用できます。） 
＜ホームページ専用アドレス＞ http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/ 
※ 事業者のリコール情報としてホームページ等で公表されておりますので、適時
ご活用ください。 

 
●消防機関用 
 パナソニック株式会社 渉外本部 渉外部 企画課 担当：永関 雅史 

 電話番号：050-3739-0815 

 e-mail:nagaseki.masashi@jp.panasonic.com 
 
【参考情報】 
（経済産業省リコール情報） 

ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou170124_2.pdf 

御中 

http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/
tel:050-3739-0815
http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou170124_2.pdf


（消費者庁リコール情報） 
ＵＲＬ：http://www.recall.go.jp/article/detail.php?rcl=00000017062 
 

【その他】 
● 別添の情報提供資料の転載及び上記の事業者URLへのリンクに係る連絡は不要で
す。注意喚起等に適時ご活用ください。 

 
 
 消防庁予防課 

担 当 齋藤・土肥 

電 話 03-5253-7523 

ＦＡＸ 03-5253-7533 

E-mail: t.doi@soumu.go.jp 

http://www.recall.go.jp/article/detail.php?rcl=00000017062


 

 

  2017 年 1 月 24 日 

 

壁掛扇風機事故防止のための『リコール社告』実施について 
 

パナソニック株式会社は、２００８年１０月から２０１４年１２月に製造したパナソニックブランドの壁

掛扇風機（以下、壁掛扇）について、事故防止のため市場対応を行います。 

上記期間に製造した製品の発火事故が５件発生しました。そのうち３件が、製造上の不具合によ

る発火事故であることから、弊社は、今後の事故防止のためにリコール社告を行い、無料で対策

品と交換・設置をさせていただきます。 

 

対象品をご使用中のお客様には、直ちにご使用を中止いただき、下記フリーダイヤルまたはホー

ムページまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。お客様には大変ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

１．対象品番および台数 

対象品番 製造期間 生産台数 

F-GA301 

（Panasonic 

ブランドのみ対象） 

2008 年 10 月 

   ～2014 年 12 月 
146,797 台 

日本国内でのみ販売、National ブランドは対象外です。 

 

２．事故の概要 

No 発生日 発生場所 製造年月 被害状況 報告先 

１※1 2013 年 5 月 2 日 神奈川県 2011 年 7 月 製品の後ろカバーが焼損

し、モータ部が脱落。アロマ

発生器が破損した。 

消費者庁 

経済産業省 

２ 2014 年 7 月 14 日 静岡県 2010 年 3 月 製品の首の部分が激しく焼

損し、モータ部が脱落。床に

１円玉大の焦げが数ヵ所発

生した。 

消費者庁 

経済産業省 

 

３※2 2014 年 9 月 1 日 茨城県 2008 年 10 月 製品全体が焼損。保温カー

テン等が焼損した。 

消費者庁 

経済産業省 

４ 2016 年 6 月 1 日 岐阜県 2011 年 6 月 製品の首の部分が激しく焼

損し、モータ部が脱落。周辺

の一部が焼損し、すすけた。 

消費者庁 

経済産業省 

 

５ 2016 年 8 月 14 日 長崎県 2012年7月 製品全体が焼損し、落下。

下にあったジュースのコンテ

ナの一部が溶融し、壁がす

すけた。 

消費者庁 

経済産業省 

 

 いずれの事故も人的被害はありません。 

※1：長時間にわたり高濃度のアロマ環境で使用されていました。 

※2：多湿のビニールハウスで長期間にわたり使用されていました。 

この２件は製造上の不具合による事故ではないと判断しております。 



 

３．社告に至る経緯 

（１） ２０１４年７月１４日に発生した事故の原因は、モータリード線が製造時に本体部とモータ部

の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花

が発生、製品発火に至ったと推定しました。 

（２） 発火原因特定のため、様々な条件下で再現実験を継続して行いましたが、断線には至るも

のの発火は再現できませんでした。同時に、製造時に挟み込みが発生しない作業手順に変

更しました。 

（３） ２０１６年に発生した２件の事故は、２０１４年の事故と同じ原因である可能性が高く、発火

は単発的な事象ではないと判断し、今回リコール社告の実施を決定しました。 

 

４．原 因 

モータリード線が製造時に本体部とモータ部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振

り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至る製造上の不具合と判断しました。 

 

５．交換対象 

２００８年１０月から２０１４年１２月まで製造した製品を対象とします。２０１４年７月１４日の事故を

受け、２０１４年１１月製造分からモータリード線の挟み込みが発生しない作業手順に変更しまし

たので、２０１５年１月以降の製造分は対象外とします。 

また、２００８年１０月より前に製造されたナショナルブランドの製品は、モータリード線の構造が対

象のモデルと異なり、モータリード線の挟み込みが発生しませんので対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁掛扇 対象製品の確認⽅法 



 

６．お客様への対応 

① 対象の壁掛扇をお持ちのお客様には、無料で対策品と交換・設置をさせていただきます。 

② 明日１月２５日、新聞紙上で、リコール社告を行います。 

③ 当社ホームページでもお知らせします。 

http://panasonic.co.jp/es/peses/kfan/ 

④ 本日１月２４日から、フリーダイヤルにてお問い合わせをお受けいたします。 

フリーダイヤル   ０１２０－８７２－１３６   

受付： ９時～２１時 ２０１７年２月２３日まで毎日 

９時～１７時 ２０１７年２月２４日以降、土・日・祝日を除く  

上記ホームページでも受付しております。 

 

 

以 上 
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